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[ Design note: to change the PEFC Knowledge Academy theme appearing near the top left of all slides, please go to the “Slide Master” (View / Master / Slide Master). Search for the term “ Chain of Custody” 

making sure to include the five empty spaces before the term. Use the “Search and Replace” functionality to replace all instances of “ Chain of Custody” with the desired theme (including 5 empty spaces at the 

start) such as “ RED II” or “ SFM”. The function of the five empty spaces is to prevent the automated search from finding other similar terms in the actual content of slides. ] 
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PEFC 商標規格–要求事項
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本規格の対象範囲 (第1章)

この規格は、PEFC 商標 (PEFC の文字、ロゴ及びPEFC

のイニシャル) の使用者に関する要求事項を扱う

PEFC 商標

3
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本規格の対象範囲 (第1章)

• PEFC商標の所有権;

• PEFC商標の適用範囲;

• PEFC商標使用 の要求事項;

• PEFC商標の技術的な要求事項;

• PEFCラベルの図形上の要求事項.

PEFC ST 2001,商標規則 - 要求事項が定義すること:

4
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PEFC商標の所有権（第4章）

5

• PEFC 本部が２つの商標を所有:

• イニシャルマーク

• 図形マークとイニシャル

• これらの商標は世界的に商標登録されている

• これらは R や TM シンボルなしで使用されなければならない

• 使用するためには、組織はライセンスを取得しなければならない
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5.1.3: PEFC商標の一般的な適用範囲

さらに加えて、PEFC商標は組織のPEFC加盟またはPEFC認証の
状態との関連を伝えるものである

例: 

▪ PEFC認証及びラベル付き製品を調達する小売業者

▪ PEFC認証を提供する認証機関

▪ PEFC認証の金遺品を使用する組織

6
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6.1.1: PEFC TMと承認スキーム

• GD 2001:2025: PEFC が承認したCOC規格に基づいて認証され
た組織は、PEFC 認証原材料と同じ条件で、認証原材料に 

PEFC 商標を使用することができる (例えば、SGEC COC規格
またはSFI COC規格に基づいて認証された組織は、PEFC ST 

2002:2020の該当要求事項に準拠している限り、PEFC-COC主
張を行い、製品にPEFCロゴを表示することができる)

7
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商標使用に関する
要求事項

第6章
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9

PEFC商標使用の全般的な要求事項

C

• PEFC商標使用ライセンスを取得していること、

• （もしくは一度限りの使用許可の取得),ただし報道記事及
び科学記事は除く

• PEFC商標を他の商標とは離すこと

• PEFC商標は、それが何について言及されているのかが明ら
かでない場合は他の主張、メッセージやラベルなどに隣接
して使用できない

• PEFCラベルジェネレーターの使用は必須

▪法律を順守していること
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PEFC商標使用 要求事項 – 
商標使用 ライセンス

• ライセンスは、 PEFC商標使用契約書への署名によって取得できる

• 森林管理またはCoCの商標使用者は認証を取得していなければならない

• CoC認証取得者

• ライセンスの取得は必須である 

• 商標使用契約書に署名する

• 商標の使用については必須ではない

• 複数のサイトがありそれらが単一の法的組織の一部である場合、ライセンスは複数サイトをカ

バーすることができる

• PEFC ラベルジェネレーターの使用は必須である

ライセンス
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6.1.2 ラベルジェネレーター

• PEFC ロゴとラベルは、
PEFCラベルジェネレーター
から取得されなければならな
い

• PEFC ラベルジェネレーター
のリンクは以下の通り； 

https://labelgenerator.pefc.org/

11

https://labelgenerator.pefc.org/
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12

• CoC認証企業

➢ 企業がCoC規格2020年版に基づいて認証を取得した時

➢ そして、改訂商標使用契約書に署名したか、あるいはPEFC

イニシャルもカバーする現行契約書の修正に同意した時

➢ 原則として、ライセンス番号は変更されない

• 認証機関

➢ 改訂された商標使用契約書に署名したか、あるいはPEFCイ

ニシャルもカバーする現行契約書の修正に同意した時

➢ 原則として、ライセンス番号は変更されない

ラベルジェネレーター

新しいラベルジェネレーターへのアクセス権はいつ付与されるか？
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ラベルジェネレーター

契約書締結の有無を認証機関が点検する方法と時期は？

1. 認証主体は当てはまるところに準じてマネジメント手順を適応させる

2. 認証機関は2020年版 PEFC CoC規格と商標規格に照らして審査する

3. 認証機関は企業が2020年版の本規格の審査にパスしたことを関係NGBに知らせる

4. 認証主体による新しい商標使用契約書への署名、又は、修正の容認のために、NGBは

認証主体と連絡を取らなければならない（遅くとも認証取得から１週間以内に）。

その方法は、

 a) 新しいラベルジェネレーターへの登録を申請する、または

 b) NGBにEメールを送る

5. NGBは署名から１週間以内に新しい契約書に署名があったことを認証機関に伝える

6.認証機関はこれについて追跡する
13
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PEFC 商標の適用範囲 (第5章)

14

• a) 有形製品に直接使用

• b) メディアまたはマーケティング
資料における間接使用

• c) 生産過程において使用される原
材料への直接または間接使用

製品上

• 製品上使用以外のあらゆる使
用

製品外
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製品上(オンプロダクト) タイプ A

•有形製品への直接使用

15
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製品上: 有形製品への直接使用
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製品上: 有形製品への直接使用
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製品上: 有形製品への直接使用
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製品上: 有形製品への直接使用
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製品上: 有形製品への直接使用

20
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製品上: 有形製品への直接使用

21
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製品上タイプB

メディアまたは
マーケティング資料への間接使用

22
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製品上: メディアまたはマーケティング資料への間接
使用

23

• カタログは認証されている必要はない

• この使用に関する責任は、カタログを印刷する印刷会社で
はなく、認証製品をプロモートする企業にある。（ただし
両者が同じ企業でない限り）
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タイプAとタイプBの違い

直接使用 は認証雑誌を
指す

間接使用 はカタログの中の認
証製品を指す
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製品上タイプ C

生産過程において使用された
原材料への

直接または間接使用

25
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製品上: 生産工程において使用された
原材料への直接または間接使用

このウイスキーはPEFC認証樽の中で熟成された

ウィスキー製造者は、樽がPEFC認証であることを確証するCoC認証を
取得していること

この使用はPEFC本部により許可されなければならない

ビンの上の商標メッセージは、商標が何について言及しているのかを明確にし
なければならない
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PEFC 商標使用者 製品上 製品外

Group A: 各国認証管理団体（NGB）

Group B: 森林管理認証を受けた者

Group C: CoC認証を受けた主体

Group D: その他の使用者

27

*

PEFC 商標使用 に関する要求事項
 – 商標使用者

• 森林管理認証書については、製品上使用ができない
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6.3.2.2 グループB: PEFCが承認した持続可能な森林管理
（SFM)基準に照らして認証された組織

• SFM 認証を受けた組織のみ
が、製品外の使用目的で
PEFC 商標を使用できる。

• GD 2001:2025: PEFCの主張
を伝える目的で使用される
PEFCの頭文字は、製品上で
の使用とはみなされず、
PEFC商標規格の対象にはな
らない。

28
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小売&ブランドオーナー – 同じグループD

事例紹介: 

LindtはPEFC CoC認証パッケージング会社からパッケージを調達して
いる。この場合LindtはエンドユーザーとみなされグループDの要求事
項に基づいて商標を使用することができる。しかし、パッケージング
会社はPEFC CoC認証を受けている必要がある。

29
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技術的な要求事項

第7章
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7.1.1.1 技術的な要求事項ー製品上

• GD 2001:2025 製品にPEFCの製品上ラベルを使用するには、
その製品がPEFCの主張付きで納入されたものでなければなら
ない。

• この明確化はPEFC認証製品を製造するPEFC認証組織に適用さ
れる

31
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PEFC 商標の技術的な要求事項 

• 商標が指している製品は明確で
なければならない
➢ 明確にすることが必要な場合は、
ラベルのメッセージまたは製品名
を使用する

• 認証材料の割合を決定するため
には、当該製品全体を考慮しな
ければならない

32
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7.1.2.1.3 ラベルメッセージ

例: 「このテーブルは持続可能
に管理された森林からの原材料、
リサイクル材および管理材から
作られています」または「この
パンフレットは持続可能に管理
された森林からの原材料、リサ
イクル材および管理材から作ら
れています」または「この包装
は持続可能に管理された森林か
らの原材料、リサイクル材およ
び管理材から作られています」

33
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7.2.1.4 PEFC製品外使用ラベルメッセージ

34

new

・PEFCラベルのメッセージは、ライセンス番号とともに単独で

使用することができる。

例: “持続可能な森林管理の促進 (PEFC/XX-31-XX)“
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技術的な要求事項

製品上使用
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PEFC 商標技術的な要求事項

製品上使用– 2つのラベル

36

PEFC認証ラベル PEFCリサイクルラベル
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PEFC 商標技術的な要求事項

製品上

•PEFC認証ラベル-要求事項

• 含まれる認証原材料が最低でも70％

• 含まれるリサイクル材は最大 99.99%

37
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PEFC 商標技術的な要求事項

製品上

PEFC認証 ラベル – ラベルメッセージの要求事項

• リサイクル原材料が含まれていない場合

• PEFC認証林からの原材料のみの場合

38

この製品は持続可能
に管理された森林か
らの原材料、および
管理材が使用されて
います

この製品は持続可能
に管理された森林か
らの原材料が使用さ
れています
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PEFC商標 技術的な要求事項

製品上

PEFCリサイクルラベル – 要求事項

• 100%リサイクル原料由来
(PEFCのリサイクル原料の定義による)

39
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PEFC商標技術的な要求事項

製品上

PEFC製品上ラベル– 要求事項

• ラベルが示している製品は明らかに確認可能でなければならない

➢ ラベルメッセージの中の、 [この製品] は認証製品名または含まれている認証原材料名に置
き換えることができる

40

このテーブルは持続
可能に管理された森
林からの原材料、お
よび管理材が使用さ
れています）
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PEFC 商標技術的な要求事項

PEFCイニシャルの製品上使用 - 要求事項

• PEFC認証 ラベルと同じ要求事項

(例：最低でも認証率が70%)

• 製品上にロゴがない場合は、組織の商標ライセンス番号を併
用すること

• 何についてのPEFCイニシャル使用なのかを明らかにすること
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技術的な要求事項

製品外使用
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PEFC 商標 -技術的な要求事項

製品外

43

• 非売品への使用は、次の場合であれば可能である:

➢ 明確、かつ

➢ ラベルメッセージが含まれていること

• イニシャルに関する要求事項は同様

• 代替の宣伝用ラベルメッセージはPEFC規格の付属書１に列挙されている
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6.2.4 PEFC商標の製品外使用

• PEFC商標の製品外使用に関しては、PEFC本部または認可団体
（SGEC/PEFCジャパン）は一回限りの商標使用の許可を発行
できる 

• 一回限りの使用に関するリクエストは、このページのリンクからで申請: 

https://labelgenerator.pefc.org/promotional-use 

https://ised-isde.canada.ca/site/office-consumer-affairs/en/be-green-consumer/environmental-labels-and-claims44

new

https://labelgenerator.pefc.org/promotional-use
https://labelgenerator.pefc.org/promotional-use
https://labelgenerator.pefc.org/promotional-use
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DIY
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イベント

46
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図形上の要求事項

(第8章)
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PEFC 商標 – 図形上の要求事項

商標はRやTMを伴って使用してはならない

要素

1) PEFCロゴ

2) PEFCライセンス番号
(これは商標使用車の確認が目的）

3) ラベル名

4) ラベルメッセージ

5) ウェブサイト
2

1 3

4

5

48

①

②

③

④

⑤
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PEFC 商標 – 図形上の要求事項

色

49
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PEFC 商標 – 図形上の要求事項

向き、寸法、最小サイズ

50

横型 縦型

PEFCラベルの楯横の比率は変更してはならない
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PEFC 商標 – 図形上の要求事項

配置

ラベルが整理され、容易に認識できるようにするための、
周囲に必要な最小のクリアスペース

51
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PEFC 商標–図形上のオプション使用

オプション要素

52
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新しいオプション要素

PEFC認証ラベルのオプション使用

53

製品上使用で、もしメッセージがない場合にはラベルは製品名を入れてもよい。
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新しいオプション要素

PEFC リサイクルラベルのオプション使用

54

製品上PEFC リサイクルラベル使用で, もしメッセージがない場合にはラベルに製

品名を入れてもよい。ラベル名は省略できない。

PEFCリサイクル
パッケージ
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促進（プロモーション）ラベルのオプション使用

新しいオプション要素

55

製品外使用で、ラベルが表示の状況から、PEFCが何を表すかが明らかな場合は

ラベルメッセージは省略されてもよい。



C
h
a

in
 o

f 
C

u
s
to

d
y

5656

ライセンス番号の省略

• PEFC認可団体からの書面による許可が必要

• ライセンス番号が、:

• 読めなくなる場合

• 製品上に付けることが不可能な場合

• 条件

• ライセンス番号の入ったPEFC商標が製品の他の場所についていること, もしくは

• ライセンス番号が他の代替手段により明らかに確認可能であること
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6.2.5 PEFC ラベルのライセンス番号なしの例外的な
使用

57

new

• PEFC 承認団体による承認

• このような例外的な使用の承認は、PEFC ラベルジェネレー
ターを通じて申請する必要がある

許容される状況の例

• 名刺

• 鉛筆
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PEFC 商標 –図形上のオプション

デザイン上のオプション 

58

通常のデザインでの使用がデザイン上できない場合、新しいオプ
ションデザインを使うことができるが、PEFC認可団体による事前
の許可が必要：
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PEFCグラフィックの例外的な使用
- ラベルジェネレーター
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PEFC商標
規格外使用



C
h
a

in
 o

f 
C

u
s
to

d
y

61

色違いやその他の修正

• PEFC本部からの書面による許可が必要
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色違い
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ライセンス番号の省略
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商標の規格外使用方法として認められている例
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商標の規格外使用方法として認められている例
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誤ったラベル使用例
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正しいPEFC商標

• すべての商標に “TM” シンボルがついていない

• ウェブサイトやプレゼンテーションなどで使用されるものを含
む
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改訂：議論のための質問

• 認証家具会社の現地監査で、最終製品（椅子）に以下の商標が
あることに気づいた。これは正しいか？ 
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改訂：議論のための質問

• ある有名ファッションブランドが、包装袋にPEFC商標を使用
しているが、そのブランドはPEFC CoC認証を受けていないこ
とを強調する匿名の苦情がPEFCに送られた。

企業やNGBはこの苦情にどう対応すべきか？
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改訂：議論のための質問

• ある有名ファッションブランドが、包装袋にPEFC商標を使用
しているが、そのブランドはPEFC CoC認証を受けていないこ
とを強調する匿名の苦情がPEFCに送られた。

企業やNGBはこの苦情にどう対応すべきか？
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